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ホームページ で検索！ ※お気軽にご相談ください

はたらく人びとの絆を大切にするあなたへお届けするニュースレター 2017年8月1日

事業創造パートナーズ

助 成 金 を 活 用 し て い ま す か ？

☆☆業務改善助成金
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、
事業場内で最も低い賃金の引き上げを図るため
の制度です。

～無駄話～
玄関前のメダカとタニシが住む睡蓮鉢に、ミナミヌマエビを10匹程仲間に

加えてみました。翌日に残ったのはわずか2匹。半分は水が合わずに
お亡くなりになり、残りの半分は行方不明。メダカとの相性は良いはずが。
ひとまずエビは隔離し、次はどじょうを投入しようと検討中です。（渡辺）

«お気軽にお声掛けください»
助成金に興味はあるけれど、どうやったらいいの

かわからない。とても難しそうだとお考えの事業所
の方は、一度ご連絡下さい。初回は無料で助成金相
談にお伺いさせて頂きます。（その他、社労士の業
務内容や費用等のご相談にもお応え致します。）

事
例

３ ６ 協 定 を 届 出 し て い ま す か ？

時間外労働や休日労働を行う場合には、労働基準監督署へあらかじめ届け出なければならない書
類です。毎年更新が必要となりますが、「時間外労働・休日労働に関する協定届」を届出ることで
はじめて時間外労働や休日労働をすることができます。届出漏れはございませんか？


